
浜田市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。 
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浜田市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則 

 

浜田市教育委員会事務局組織規則（平成 17 年浜田市教育委員会規則第 4

号）の一部を次のように改正する。 

第 2 条第 1 項の表中 

「   

を 

 スポーツ振興課 スポーツ振興係  

  高校総体・国スポ・全スポ

推進室 

高校総体・国スポ・全スポ推進係  

  」 

「   

に  スポーツ振興課 スポーツ振興係  

  」 

改める。 

第 4 条の表高校総体・国スポ・全スポ推進室の項を削る。 

附 則 

この規則は、令和 8 年 4 月 1 日から施行する。 

 

 

 

 


